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第１章 関係法令等 
 

１ 関係法令 

・学校教育法（抜粋）（昭和22年３月31日法律第26号） 

          最終改正：令和元年６月26日法律第44号 

・第１章 総則 

・第２章 義務教育 

第21条 義務教育として行われる普通教育は，教育基本法（省略）第５条第二項に規定する目的を実現す 

るため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

一 学校内外における社会的活動を促進し，自主，自律及び協同の精神，規範意識，公正な判断力並び 

に公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

四 家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，情報，産業その他の事項について基礎的な理解と技能 

を養うこと。 

    八 健康，安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに，運動を通じて体力を養い，心身の調 

和的発達を図ること。 

・第４章 小学校 

第29条 小学校は，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すこ 

とを目的とする。 

   第30条 小学校における教育は，前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第21条各号 

に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

② 前項の場合においては，生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得さ 

せるとともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力を 

はぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。 

   第31条 小学校においては，前条第一項の規定による目標の達成に資するよう，教育指導を行うに当たり， 

児童の体験的な学習活動，特にボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活 

動の充実に努めるものとする。この場合において，社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関と 

の連携に十分配慮しなければならない。  

   第37条 小学校には，校長，教頭，教諭，養護教諭及び事務職員を置かなければならない。  

   ② 小学校には，前項に規定するもののほか，副校長，主幹教諭，指導教諭，栄養教諭その他必要な職員を 

置くことができる。  

   ⑬ 栄養教諭は，児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。  

⑲ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは，第九項の規定にかかわらず，校長（副校長を置く小 

学校にあつては，校長及び副校長）及び教頭を助け，命を受けて校務の一部を整理し，並びに児童の養護 

又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。 

・第５章 中学校  

   第45条 中学校は，小学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普 

通教育を施すことを目的とする。  

   第46条 中学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，第21条各号に掲げる目標を達成 

    するよう行われるものとする。 

第49条 第30条第２項，第31条，第34条，第35条及び第37条から第44条までの規定は，中学校に準 
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用する。この場合において，第30条第２項中「前項」とあるのは「第46条」と，第31条中「前条第  

１項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。 

 ・第８章 

第72条 特別支援学校は，視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者 

を含む。以下同じ。）に対して，幼稚園，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに，障 

害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 

  第 82条 第26条,第27条,第31条（第49条及び第62条において読み替えて準用する場合を含む。），第

32条，第34条（第49条及び第62条において準用する場合を含む。），第36条，第37条（第28条，第

49 条及び第62 条において準用する場合を含む。），第42 条から第44 条まで，第47 条及び第56 条から

第60条までの規定は特別支援学校に，第84条の規定は特別支援学校の高等部に，それぞれ準用する。 

 

・学校給食法施行令（抜粋）（昭和29年７月23日政令第212号） 

（学校給食の開設及び廃止の届出） 

  第１条 学校給食法（以下「法」という。）第３条第２項に規定する義務教育諸学校（以下「義務教育諸学 

校」という。）の設置者（国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立大学 

法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人（地 

方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第68条第１項に規定する公立大学法人をいう。以下この 

条において同じ。）を除く。）は,法第３条第１項に規定する学校給食（以下「学校給食」という。）を開 

設し，又は廃止しようとするときは，文部科学省令で定めるところにより，市町村立の学校（市町村が単 

独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。）にあつては直接に，私立 

学校にあつては都道府県知事を経由して，都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。 

（文部科学省令への委任） 

第８条 この政令に定めるもののほか，補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事 

項は，文部科学省令で定める。 

 

・学校給食法施行規則（抜粋）（昭和29年９月28日文部省令第24号） 

 （学校給食の開設等の届出） 

   第１条 学校給食法施行令（以下「令」という。）第１条に規定する学校給食の開設の届出は，学校ごとに 

次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。 

一 学校給食の実施人員 

二 完全給食,補食給食又はミルク給食の別（以下「学校給食の区分」という。）及び毎週の実施回数 

三 学校給食の運営のための職員組織 

四 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法 

五 学校給食の開設の時期 

２ 完全給食とは，給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品，米加工食品その他の食品を含 

む。），ミルク及びおかずである給食をいう。 

３ 補食給食とは，完全給食以外の給食で，給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。 

４ ミルク給食とは，給食内容がミルクのみである給食をいう。 

５ 第１項各号に掲げる事項を変更しようとするときは，当該変更が軽微なものである場合を除き，変更 

の事由及び時期を記載した書類を添えて，その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 

６ 都道府県の教育委員会は，第１項及び第５項に規定する届出に関し，届出書の様式その他必要な事項 

を定めることができる。 

・夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律（抜粋） 

（昭和31年６月20日法律第157号） 

 （目的） 

   第１条 この法律は，勤労青年教育の重要性にかんがみ，働きながら高等学校（中等教育学校の後期課程 

を含む。以下同じ。）の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し，あわせて国民の食生活の 

改善に寄与するため，夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め，かつ，その普及充実を図ることを 

目的とする。 

 （定義） 

   第２条 この法律で「夜間学校給食」とは，夜間において授業を行う課程（以下「夜間課程」という。）を 

置く高等学校において，授業日の夕食時に，当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施さ 

れる給食をいう。 

 （設置者の任務） 

   第３条 夜間課程を置く高等学校の設置者は，当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努 

めなければならない。 

 （経費の負担） 

   第５条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費 

のうち政令で定めるものは，夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。 

２ 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は，夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。 

 

・健康増進法（抜粋）（平成14年８月２日法律第103号） 

 （都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

   第18条 都道府県，保健所を設置する市及び特別区は，次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち，特に専門的な知識及び技術 

 を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し，栄養管理の実施について必要な指導 

及び助言を行うこと。 

三 前２号の業務に付随する業務を行うこと。 

 （栄養指導員） 

   第 19 条 都道府県知事は，前条第１項に規定する業務（同項第１号及び第３号に掲げる業務については， 

栄養指導に係るものに限る。）を行う者として，医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県，保健所を 

設置する市又は特別区の職員のうちから，栄養指導員を命ずるものとする。 

（特定給食施設の届出） 

第20条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要 

なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は，その事業の開始の日か 

ら一月以内に，その施設の所在地の都道府県知事に，厚生労働省令で定める事項を届け出なければなら 

ない。 

２ 前項の規定による届出をした者は，同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは，変更の 

日から一月以内に，その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し，又は廃 

止したときも，同様とする。 
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用する。この場合において，第30条第２項中「前項」とあるのは「第46条」と，第31条中「前条第  

１項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。 

 ・第８章 

第72条 特別支援学校は，視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者 

を含む。以下同じ。）に対して，幼稚園，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに，障 

害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 

  第 82条 第26条,第27条,第31条（第49条及び第62条において読み替えて準用する場合を含む。），第

32条，第34条（第49条及び第62条において準用する場合を含む。），第36条，第37条（第28条，第

49 条及び第62 条において準用する場合を含む。），第42 条から第44 条まで，第47 条及び第56 条から

第60条までの規定は特別支援学校に，第84条の規定は特別支援学校の高等部に，それぞれ準用する。 

 

・学校給食法施行令（抜粋）（昭和29年７月23日政令第212号） 

（学校給食の開設及び廃止の届出） 

  第１条 学校給食法（以下「法」という。）第３条第２項に規定する義務教育諸学校（以下「義務教育諸学 

校」という。）の設置者（国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立大学 

法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人（地 

方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第68条第１項に規定する公立大学法人をいう。以下この 

条において同じ。）を除く。）は,法第３条第１項に規定する学校給食（以下「学校給食」という。）を開 

設し，又は廃止しようとするときは，文部科学省令で定めるところにより，市町村立の学校（市町村が単 

独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。）にあつては直接に，私立 

学校にあつては都道府県知事を経由して，都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。 

（文部科学省令への委任） 

第８条 この政令に定めるもののほか，補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事 

項は，文部科学省令で定める。 

 

・学校給食法施行規則（抜粋）（昭和29年９月28日文部省令第24号） 

 （学校給食の開設等の届出） 

   第１条 学校給食法施行令（以下「令」という。）第１条に規定する学校給食の開設の届出は，学校ごとに 

次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。 

一 学校給食の実施人員 

二 完全給食,補食給食又はミルク給食の別（以下「学校給食の区分」という。）及び毎週の実施回数 

三 学校給食の運営のための職員組織 

四 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法 

五 学校給食の開設の時期 

２ 完全給食とは，給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品，米加工食品その他の食品を含 

む。），ミルク及びおかずである給食をいう。 

３ 補食給食とは，完全給食以外の給食で，給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。 

４ ミルク給食とは，給食内容がミルクのみである給食をいう。 

５ 第１項各号に掲げる事項を変更しようとするときは，当該変更が軽微なものである場合を除き，変更 

の事由及び時期を記載した書類を添えて，その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 

６ 都道府県の教育委員会は，第１項及び第５項に規定する届出に関し，届出書の様式その他必要な事項 

を定めることができる。 

・夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律（抜粋） 

（昭和31年６月20日法律第157号） 

 （目的） 

   第１条 この法律は，勤労青年教育の重要性にかんがみ，働きながら高等学校（中等教育学校の後期課程 

を含む。以下同じ。）の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し，あわせて国民の食生活の 

改善に寄与するため，夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め，かつ，その普及充実を図ることを 

目的とする。 

 （定義） 

   第２条 この法律で「夜間学校給食」とは，夜間において授業を行う課程（以下「夜間課程」という。）を 

置く高等学校において，授業日の夕食時に，当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施さ 

れる給食をいう。 

 （設置者の任務） 

   第３条 夜間課程を置く高等学校の設置者は，当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努 

めなければならない。 

 （経費の負担） 

   第５条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費 

のうち政令で定めるものは，夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。 

２ 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は，夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。 

 

・健康増進法（抜粋）（平成14年８月２日法律第103号） 

 （都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

   第18条 都道府県，保健所を設置する市及び特別区は，次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち，特に専門的な知識及び技術 

 を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し，栄養管理の実施について必要な指導 

及び助言を行うこと。 

三 前２号の業務に付随する業務を行うこと。 

 （栄養指導員） 

   第 19 条 都道府県知事は，前条第１項に規定する業務（同項第１号及び第３号に掲げる業務については， 

栄養指導に係るものに限る。）を行う者として，医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県，保健所を 

設置する市又は特別区の職員のうちから，栄養指導員を命ずるものとする。 

（特定給食施設の届出） 

第20条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要 

なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は，その事業の開始の日か 

ら一月以内に，その施設の所在地の都道府県知事に，厚生労働省令で定める事項を届け出なければなら 

ない。 

２ 前項の規定による届出をした者は，同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは，変更の 

日から一月以内に，その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し，又は廃 

止したときも，同様とする。 
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・食品衛生法（抜粋）（昭和22年法律第233号） 

第13条 厚生労働大臣は，公衆衛生の見地から，薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて，販売の用に供する 

食品若しくは添加物の製造，加工，使用，調理若しくは保存の方法につき基準を定め，又は販売の用に供

する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 

② 前項の規定により基準又は規格が定められたときは，その基準に合わない方法により食品若しくは添加 

物を製造し，加工し，使用し，調理し，若しくは保存し，その基準に合わない方法による食品若しくは添加

物を販売し，若しくは輸入し，又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し，輸入し，加工し，使

用し，調理し，保存し，若しくは販売してはならない。 

第51条 厚生労働大臣は，営業（器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査

に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業（第五十四条及び第五十七条第一項において「食鳥

処理の事業」という。）を除く。）の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置（以下この条におい

て「公衆衛生上必要な措置」という。）について，厚生労働省令で，次に掲げる事項に関する基準を定め

るものとする。 

一 施設の内外の清潔保持，ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組（小規模な営業者（器 

具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規 

定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。）その他の政令で定める営業者にあつては，その取り扱 

う食品の特性に応じた取組）に関すること。 

② 営業者は，前項の規定により定められた基準に従い，厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必 

要な措置を定め，これを遵守しなければならない。 

③ 都道府県知事等は，公衆衛生上必要な措置について，第一項の規定により定められた基準に反しない限 

り，条例で必要な規定を定めることができる。 

第54条 都道府県は,公衆衛生に与える影響が著しい営業（食鳥処理の事業を除く。）であつて,政令で定 

めるものの施設につき,厚生労働省令で定める基準を参酌して,条例で,公衆衛生の見地から必要な基準 

を定めなければならない。 

第 55 条 前条に規定する営業を営もうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許

可を受けなければならない。 

② 前項の場合において,都道府県知事は,その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるとき 

は,許可をしなければならない。ただし,同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに

該当するときは,同項の許可を与えないことができる。 

一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受ける 

 ことがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 

二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され,その取消しの日から起算して二年 

を経過しない者 

三 法人であつて,その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

  第57条 営業（第五十四条に規定する営業,公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び 

食鳥処理の事業を除く。）を営もうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,その営 

業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

 第68条 

③ 第十五条から第十八条まで，第二十五条第一項，第二十八条から第三十条まで，第五十一条，第五十四

条，第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は，営業以外の場合で学校，病院その他の施設

において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に，これを準用する。 
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・食品衛生法（抜粋）（昭和22年法律第233号） 

第13条 厚生労働大臣は，公衆衛生の見地から，薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて，販売の用に供する 

食品若しくは添加物の製造，加工，使用，調理若しくは保存の方法につき基準を定め，又は販売の用に供

する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 

② 前項の規定により基準又は規格が定められたときは，その基準に合わない方法により食品若しくは添加 

物を製造し，加工し，使用し，調理し，若しくは保存し，その基準に合わない方法による食品若しくは添加

物を販売し，若しくは輸入し，又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し，輸入し，加工し，使

用し，調理し，保存し，若しくは販売してはならない。 

第51条 厚生労働大臣は，営業（器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査

に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業（第五十四条及び第五十七条第一項において「食鳥

処理の事業」という。）を除く。）の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置（以下この条におい

て「公衆衛生上必要な措置」という。）について，厚生労働省令で，次に掲げる事項に関する基準を定め

るものとする。 

一 施設の内外の清潔保持，ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。 

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組（小規模な営業者（器 

具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規 

定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。）その他の政令で定める営業者にあつては，その取り扱 

う食品の特性に応じた取組）に関すること。 

② 営業者は，前項の規定により定められた基準に従い，厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必 

要な措置を定め，これを遵守しなければならない。 

③ 都道府県知事等は，公衆衛生上必要な措置について，第一項の規定により定められた基準に反しない限 

り，条例で必要な規定を定めることができる。 

第54条 都道府県は,公衆衛生に与える影響が著しい営業（食鳥処理の事業を除く。）であつて,政令で定 

めるものの施設につき,厚生労働省令で定める基準を参酌して,条例で,公衆衛生の見地から必要な基準 

を定めなければならない。 

第 55 条 前条に規定する営業を営もうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許

可を受けなければならない。 

② 前項の場合において,都道府県知事は,その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるとき 

は,許可をしなければならない。ただし,同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに

該当するときは,同項の許可を与えないことができる。 

一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受ける 

 ことがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 

二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され,その取消しの日から起算して二年 

を経過しない者 

三 法人であつて,その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

  第57条 営業（第五十四条に規定する営業,公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び 

食鳥処理の事業を除く。）を営もうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,その営 

業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

 第68条 

③ 第十五条から第十八条まで，第二十五条第一項，第二十八条から第三十条まで，第五十一条，第五十四

条，第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は，営業以外の場合で学校，病院その他の施設

において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に，これを準用する。 

・学校給食衛生管理基準（平成21年４月１日21文科ス6010号） 

－　　－273

第

１

編

第

２

編

第

３

編

第

４

編



－　　－274

総

説

食
に
関
す
る
指
導

学
校
給
食
管
理

関
係
資
料



－　　－275

第

１

編

第

２

編

第

３

編

第

４

編



－　　－276

総

説

食
に
関
す
る
指
導

学
校
給
食
管
理

関
係
資
料



－　　－277

第

１

編

第

２

編

第

３

編

第

４

編



－　　－278

総

説

食
に
関
す
る
指
導

学
校
給
食
管
理

関
係
資
料



－　　－279

第

１

編

第

２

編

第

３

編

第

４

編



－　　－280

総

説

食
に
関
す
る
指
導

学
校
給
食
管
理

関
係
資
料



－　　－281

第

１

編

第

２

編

第

３

編

第

４

編



２ その他の基準等 

・学校環境衛生基準（平成21年３月31日文部科学省告示第60号） 

・学校環境衛生基準の一部改正について（令和２年12月15日２文科初第1345号） 

・学校給食実施基準（平成21年３月31日文部科学省告示第61号） 

・学校給食実施基準の一部改正について（令和３年２月12日２文科初第1684号） 

・夜間学校給食実施基準（平成21年３月31日文部科学省告示第62号） 

・夜間学校給食実施基準の一部改正について（令和３年２月12日２文科初第1685号） 

・特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準 

（平成21年３月31日文部科学省告示第63号） 

・特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準の一部改正について 

（令和３年２月12日２文科初第1686号） 

・大量調理施設衛生管理マニュアル（最終改正：平成29年６月16日付け生食発0616第１号） 

・特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援等について 

（令和２年３月31日健健発0331第２号） 

・第４次食育推進基本計画（令和３年３月31日食育推進会議決定） 

・第４期宮城県食育推進プラン（令和３年度～令和７年度） 

  

３　食中毒菌の分類 
　　学校給食衛生管理基準の解説　ー学校給食における食中毒防止の手引ー　 　Ｐ171  
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２ その他の基準等 

・学校環境衛生基準（平成21年３月31日文部科学省告示第60号） 

・学校環境衛生基準の一部改正について（令和２年12月15日２文科初第1345号） 

・学校給食実施基準（平成21年３月31日文部科学省告示第61号） 

・学校給食実施基準の一部改正について（令和３年２月12日２文科初第1684号） 

・夜間学校給食実施基準（平成21年３月31日文部科学省告示第62号） 

・夜間学校給食実施基準の一部改正について（令和３年２月12日２文科初第1685号） 

・特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準 

（平成21年３月31日文部科学省告示第63号） 

・特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準の一部改正について 

（令和３年２月12日２文科初第1686号） 

・大量調理施設衛生管理マニュアル（最終改正：平成29年６月16日付け生食発0616第１号） 

・特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援等について 

（令和２年３月31日健健発0331第２号） 

・第４次食育推進基本計画（令和３年３月31日食育推進会議決定） 

・第４期宮城県食育推進プラン（令和３年度～令和７年度） 

  

３　食中毒菌の分類 
　　学校給食衛生管理基準の解説　ー学校給食における食中毒防止の手引ー　 　Ｐ171  

３　食中毒菌の分類
学校給食衛生管理基準の解説　－学校給食における食中毒防止の手引－　
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